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こども家庭庁創設の動向

令和４年２月２５日
「こども家庭庁設置法案」及び「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備
に関する法律案」が閣議決定 ⇒第208回通常国会提出

１ こども家庭庁設置法案の概要

こども（心身の発達の過程にある者をいう 。以下同じ。 ）が自立した個人としてひとし
く健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の
重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、そ

の最善の利益を優先して考慮することを基本としその最善の利益を優先して考慮す
ることを基本とし 、 こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その

他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並び
にこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに 、当該任務に関連する特定
の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、
内閣府の外局として設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定め
る。

趣旨

◆施行期日：令和５年４月１日

（参考資料４）



2

こども家庭庁創設の動向

２ こども家庭庁の体制と主な事務

○こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策の企画立案・総合調整
○必要な支援を必要な人に届けるための情報発信や広報等
○データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案と実践、評価、改善

企画立案・総合調整部門

○妊娠・出産の支援、母子保健、
成育医療等

○就学前の全てのこどもの育ちの
保障
（幼稚園教育要領、保育所保育
指針の双方を文部科学省ととも
に策定（共同告示）など）

○相談対応や情報提供の充実、
全てのこどもの居場所づくり

○こどもの安全

成育部門

○様々な困難を抱えるこどもや家庭に
対する年齢や制度の壁を克服した
切れ目ない包括的支援

○児童虐待防止対策の強化、社会的
養護の充実及び自立支援

○こどもの貧困対策、ひとり親家庭の
支援

○障害児支援
○いじめ防止を担い文部科学省と連携

して施策を推進など

支援部門
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こども家庭庁創設の動向

３ 今度のこども政策の基本理念

「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針について」を閣議決定
（参考資料６）

令和３年１２月２１日
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こどもの視点、子育て当事者の視点に立った政策立案

全てのこどもの健やかな成長、Well‐being の向上

誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援

こどもや家庭が抱える様々な複合する課題に対し、制度や組織による縦割り
の壁、年齢の壁を克服した切れ目ない包括的な支援

待ちの支援から、予防的な関わりを強化するとともに、必要なこども・家庭に
支援が確実に届くようプッシュ型支援、アウトリーチ型支援に転換

データ・統計を活用したエビデンスに基づく政策立案、ＰＤＣＡサイクル（評価・
改善）
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こども家庭庁創設の動向

４ 基本法関連

【各党の動き】
○自民党・公明党：令和４年４月４日「こども基本法案」を衆議院に提出
○立憲民主党 ：令和４年３月１日「子ども総合基本法案」を衆議院に提出

【自民党・公明党の「こども基本法案」】
「こども政策」に関連する大綱が一体的に策定される見通し
（少子化社会対策大綱、子ども・若者育成支援推進大綱、子供の貧困対策
に関する大綱の統合等）

県の子ども施策に係る計画の対応に関して、
国の動向を見守る必要がある
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質疑応答


